
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
六
号

日
本
銀
行
券
預
入
令
等
を
廃
止
す
る
法
律

左
に
掲
げ
る
法
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
日
本
銀
行
券
預
入
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
八
十

四
号
）

二
　
日
本
銀
行
券
預
入
令
の
特
例
の
件
（
昭
和
二
十
一
年

勅
令
第
九
十
号
）

三
　
旧
日
本
銀
行
券
の
未
回
収
発
行
残
高
に
相
当
す
る
金

額
の
一
部
を
国
庫
に
納
付
す
る
に
伴
う
日
本
銀
行
へ
の

交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八

十
三
号
）

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内

で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
外
国
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
地
域
か
ら
引
き
揚
げ
、

昭
和
二
十
年
九
月
二
十
四
日
以
後
に
本
邦
（
当
該
政
令

で
定
め
る
地
域
を
除
く
。
）
に
到
着
し
た
者
（
以
下

「
引
揚
者
」
と
い
う
。
）
が
引
揚
の
際
携
帯
し
た
旧
日
本

銀
行
券
（
旧
日
本
銀
行
券
預
入
令
第
一
条
の
規
定
に
よ

り
強
制
通
用
の
効
力
を
失
つ
た
日
本
銀
行
券
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
で
左
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
引
揚
者
又
は
そ
の
相
続
人
は
、
当
該
各
号
に

掲
げ
る
期
間
内
に
、
日
本
銀
行
に
対
し
、
こ
れ
を
次
項

の
規
定
に
よ
り
新
日
本
銀
行
券
（
引
換
の
際
現
に
通
用

す
る
日
本
銀
行
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
引
き
換

え
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
旧
外
国
為
替
管
理
法
（
昭
和
十
六
年
法
律
第
八
十

三
号
）
、
旧
金
、
銀
又
は
白
金
等
の
地
金
又
は
合
金

の
輸
入
の
制
限
又
は
禁
止
等
に
関
す
る
件
（
昭
和
二

十
年
勅
令
第
五
百
七
十
八
号
）
、
旧
財
産
及
び
貨
物

の
輸
出
入
の
取
締
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
四
年

政
令
第
百
九
十
九
号
）
若
し
く
は
外
国
為
替
及
び
外

国
貿
易
管
理
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十

八
号
）
又
は
こ
れ
ら
に
基
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
携

帯
輸
入
が
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
た
め
税
関
に
寄
託
さ

れ
て
い
た
旧
日
本
銀
行
券
　
そ
の
返
還
を
受
け
た
日

か
ら
三
月
以
内
（
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
返
還
を
受

け
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら

三
月
以
内
）

二
　
昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
以
後
こ
の
法
律
の
施
行

の
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
前
に
本
邦
に
到
着
し

た
引
揚
者
が
引
揚
の
際
携
帯
し
た
旧
日
本
銀
行
券
　

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内

三
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日

以
後
に
本
邦
に
到
着
し
た
引
揚
者
が
引
揚
の
際
携
帯

し
た
旧
日
本
銀
行
券
　
本
邦
に
到
着
し
た
日
か
ら
一

月
以
内

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
引
換
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
新
日
本
銀
行
券
の
金
額
は
、
引
揚
者
一
人
に
つ
き
、

左
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

一
　
旧
日
本
銀
行
券
の
券
面
金
額
の
合
計
額
が
五
万
円

以
下
で
あ
る
と
き
は
、
旧
日
本
銀
行
券
の
券
面
金
額

一
円
に
対
し
一
円
の
割
合
で
計
算
し
た
金
額

二
　
旧
日
本
銀
行
券
の
券
面
金
額
の
合
計
額
が
五
万
円

を
こ
え
る
と
き
は
、
五
万
円
に
つ
き
前
号
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
た
金
額
と
、
五
万
円
を
こ
え
る
金
額
に

つ
き
旧
日
本
銀
行
券
の
券
面
金
額
一
円
に
対
し
七
十

銭
の
割
合
で
計
算
し
た
金
額
と
の
合
計
額
。
但
し
、

当
該
合
計
額
が
二
十
万
円
を
こ
え
る
と
き
は
、
二
十

万
円
と
し
、
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、

一
円
と
し
て
計
算
す
る
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旧
日
本
銀
行
券
の
引
換
え
を

請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
自
己
又
は
そ
の
被
相
続
人
が
引
揚
者
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
の
引
揚
げ
の
際
当
該
旧
日
本
銀
行
券
を

携
帯
し
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
日
本
銀
行
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
換
の
請
求

が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
旧
日
本
銀
行
券
と
引
き
換

え
に
第
三
項
に
規
定
す
る
金
額
の
新
日
本
銀
行
券
を
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
左
の
各
号
に
掲
げ
る
旧
日
本
銀
行
券
に
つ
い
て
は
、

そ
の
還
付
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
所
持

者
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
日
本
銀
行
に
対

し
、
こ
れ
を
新
日
本
銀
行
券
と
引
き
換
え
る
こ
と
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
刑
事
事
件
に
つ
い
て
差
し
押
え
ら
れ
、
又
は
領
置

さ
れ
て
い
た
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を

得
な
い
事
由
に
よ
り
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
日

本
銀
行
券
預
入
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
預
金
、
貯

金
又
は
金
銭
信
託
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
旧

日
本
銀
行
券

二
　
旧
日
本
銀
行
券
預
入
令
の
特
例
の
件
第
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
証
紙
を
は
り
付
け
た
旧
日
本
銀
行
券

で
、
昭
和
二
十
一
年
十
月
三
十
一
日
以
前
に
刑
事
事

件
に
つ
い
て
差
し
押
え
ら
れ
、
又
は
領
置
さ
れ
、
こ

の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

前
の
日
以
後
に
還
付
さ
れ
、
又
は
国
に
帰
属
し
た

も
の

７
　
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
引
換
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

８
　
政
令
で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
日
本
銀
行
に
代
り
、
こ
の
附
則
の
規
定
に

よ
る
旧
日
本
銀
行
券
の
引
換
の
事
務
の
一
部
を
取
り
扱

う
も
の
と
す
る
。

９
　
日
本
銀
行
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
、
旧
日
本
銀
行

券
の
発
行
高
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
、
こ
の
法
律
の

施
行
の
際
旧
日
本
銀
行
券
預
入
令
第
五
条
第
二
項
に
規

定
す
る
勘
定
に
属
す
る
金
額
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
区
分
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10
　
日
本
銀
行
は
、
前
項
に
規
定
す
る
特
別
の
勘
定
に
属

す
る
金
額
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
金
額
を
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

11
　
日
本
銀
行
が
前
項
の
規
定
に
基
き
第
九
項
に
規
定
す

る
特
別
の
勘
定
に
属
す
る
金
額
の
一
部
を
国
に
納
付
し

た
場
合
に
お
い
て
、
日
本
銀
行
が
旧
日
本
銀
行
券
預
入

令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
昭
和
二
十
一
年
四
月

一
日
以
後
旧
日
本
銀
行
券
で
預
入
を
受
け
た
金
額
と
第

五
項
（
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
新
日
本
銀
行
券
の
金
額
と
の

合
計
額
が
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る

旧
日
本
銀
行
券
の
発
行
高
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
日
本

銀
行
が
同
令
第
五
条
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
基
き

国
に
納
付
し
た
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
を
こ

え
る
と
き
は
、
政
府
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
超
過
額
に
相
当
す
る
金
額
を
日
本
銀
行
に
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12
　
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
第
九
項
に
規
定
す
る

特
別
の
勘
定
に
属
す
る
金
額
に
相
当
す
る
日
本
銀
行
の

財
産
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。

13
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


